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 ２０２０年（令和２年）第３回総会議事録 

 

１ 告 示 年 月 日  ２０２０年（令和２年）３月１６日 

２ 通 知 年 月 日  ２０２０年（令和２年）３月１６日 

３ 開 催 年 月 日  ２０２０年（令和２年）３月３０日 

４ 開 催 場 所  福山市東桜町３番５号 福山市役所 ３階 小会議室 

５ 付 議 事 項 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する処分決定について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する処分決定について 

議案第３号  農地法第５条の規定による許可申請に対する処分及び意見決定 

について 

議案第４号  非農地証明について 

議案第５号 非農地判断について 

議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条第 1項の規定による農用地利用 

集積計画案の決定について 

議案第７号  農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用 

集積計画案の決定について（農地中間管理事業） 

議案第８号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による 

農用地利用配分計画案に対する意見決定について 

議案第９号  農地法第３条第２項第５号に規定する下限面積（別段の面積）の設定

について 

議案第 10号 ２０１９年度（令和元年度）福山市金江地域の農業の振興に関する計

画の定期的な検証について 

議案第 11号 土地改良事業の換地計画に対する同意について 

６ 報 告 事 項   

農地法等に関わる専決処分・届出等について 

７ 出席委員 

1 番 坂本 忠士 2 番 佐藤 眞子 3 番 土屋 智樹 4 番 渡壁 則人 

5 番 山本 信之 6 番 谷邊 博人 7 番 岡本 卓也  

 10 番 安原 理雄 11 番 下江 京子 12 番 河村  昇 

13 番 山本  明 14 番 須藤 薫雄 15 番  谷本 耕造 １３名 

８ 欠席委員 

8 番 小林 輝仁 9 番  寳諸 孝也  ２名 

９  その他の出席者   

   農地課 藤岡 貴世      １名 

１０ 事務局出席職員  

事 務 局 長  池田  昌弘  事務局次長  瀧 川  滋 雄  

松永出張所  花田   宏  神辺出張所  藤 井  勝 俊 

北部出張所  藤井  裕美  沼隈出張所  杉 本  倫 草 

新市出張所  山 縣 葉 二  事 務 局  村上  裕信  

以上８名  
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１１ 議事内容 

午前１０時 ０分開会   

事務局長 

 

 

会 長 

 

議 長 

(6 番) 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまから，２０２０年（令和２年）第３回福山市農業委員会総会を開会

いたします。谷邊会長，会議の進行をお願いします。 

 

― 開会挨拶 ― 

 

それでは，会議規則第３条の規定によりまして議長を務めさせていただきま

す。 

最初に，総会の成立を申し上げます。 

委員総数１５名のうち，出席委員１３名，欠席委員２名，在任委員の過半が

出席ですので，本会議は成立します。 

続いて，会議規則第１０条の規定により，議事録署名委員の指名を行ないま

す。議席番号２番 佐藤 眞子委員と議席番号１１番 下江 京子委員にお願

いします。 

議事に入る前に，議案の訂正等があれば，事務局より説明してください。 

 

２０２０年（令和２年）第３回総会議案書追加及び訂正事項等について説明

します。 

まず，追加議案第１２号として，「福山農業振興地域整備計画の変更の諮問

に対する答申について」を追加しています。 

次に，議案書の次第の４議事の項に「（追加）議案第１２号 福山農業振興

地域整備計画の変更の諮問に対する答申について」を追加。 

次に議案書（別冊）１４ページ４番が取下げ。 

次に１５ページの集計「田 ５筆 ２，９６２㎡」を「田 ４筆 ２，３８

８㎡」，「計 ７筆 ３，６５５㎡」を「計 ６筆  ３，０８１㎡」に訂正。 

次に４５ページ１６７番の利用目的欄「畑 野菜 畑 野菜」を「畑 野菜」

に訂正。 

次に４６ページ１７１番の利用目的欄「田 水稲 田 水稲」を「田 水稲」

に訂正。 

次に４７ページ１番の利用権欄「貸借」を「賃借」に訂正。 

次に４９ページ１番の利用権欄「貸借」を「賃借」に訂正。以上です。 
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議 長 

  

 

1 番 

（坂本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

4 番 

（渡壁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは，議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する処分決

定について」を上程します。東部地区の報告をお願いします。 

 

それでは，東部地区の審議内容について報告します。 

東部地区では，３月２４日火曜日，午前８時３０分から関係者により現地調

査を行い，午前１１時３０分から地区協議会員全員出席により，市役所８階農

業委員室で協議会を開催しました。 

審議した案件は，議案第１号１件，議案第３号４件，議案第４号２件，議案

第５号１件，第６号１件の合計９件です。 

それでは，議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する処分決

定について」別冊１ページ１番について報告します。 

１番は，１月議案にて許可された案件について，取り消しをして，再度申請

されるものです。広島市中区の譲渡人が所有する坪生町三丁目の田１筆６５８

㎡について，坪生町一丁目の譲受人が持分各二分の一の共有として贈与により

譲り受けて，引き続き水稲の栽培をするものです。 

受人は，それぞれ農作業経験もあり，必要な農機具・労働力も確保されてお

り，下限面積も超えていることから許可妥当と判断しました。 

 

西部地区の報告をお願いします。 

 

西部地区の審議内容について，報告します。 

西部地区では，３月２５日の午後０時３０分からの現地調査に続き，午後４

時から市役所８階農業委員室で協議会を開催しました。 

委員１０名全員の出席により，議案第１号５件，議案第３号９件，議案第４

号４件，議案第６号７３件，合計９１件について審議しました。 

それでは，議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する処分決

定について」の２番から６番について報告します。 

２番は，熊野町の受人が，広島市の渡人から申請地を譲り受け，経営規模を

拡大するものです。 

３番と４番は関連案件です。 

沼隈町の受人が，東陽台の渡人から，３番では使用貸借権を設定して申請地
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4 番 

（渡壁） 

（続き） 

 

 

 

 

議 長 

 

7 番 

（岡本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

10 番 

（安原） 

 

 

 

 

 

を借り受け，４番では申請地を譲り受け，新規就農するものです。 

５番と６番は関連案件です。 

熊野町の受人が，同町の渡人から，５番では申請地を譲り受け，６番では使

用貸借権を設定して申請地を借り受け，経営規模を拡大するものです。 

いずれも，受人及び申請農地，営農計画に問題はなく，許可妥当と判断しま

した。以上です。 

 

松永地区の報告をお願いします。 

 

それでは，松永地区の審議内容について報告をします。 

松永地区では，３月２５日，午前９時３０分から関係者により現地調査を行

い，午前１０時３０分から松永支所２階２１会議室で協議会を開催しました。

委員７名中５名の出席により，議案第１号１件，議案第５号２件，議案第６号

１０件，合計１３件について審議いたしました。 

それでは，議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する処分決

定について」の９番について報告します。 

９番は，６７ページの「農地法第１８条第６項の規定による合意解約につい

て」の６番と関連しています。 

本郷町の受人が，今津町三丁目の渡人から小作地として借りて耕作している

土地を譲受け，耕作をするものです。水稲を栽培する計画です。 

受人及び申請農地，営農計画に問題はなく，許可妥当と判断しました。  

 

北部地区の報告をお願いします。 

 

それでは，北部地区の審議内容について，報告します。 

北部地区では，３月２５日の午前９時３０分から関係者により，現地調査を

行い，午後３時３０分から北部支所３階の３０２会議室で協議会を開催しまし

た。 

委員１３名のうち１３名の出席により，議案第１号５件，議案第３号２件，

議案第４号３件，議案第５号２件，議案第６号６５件，議案第７号５件，議案

第８号２件，議案第１１号１件の合計８５件について審議いたしました。 
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10 番 

（安原） 

（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する処分決定につい

て」の別冊３ページの８番から４ページの 1２番について報告をします。 

８番は，駅家町の譲受人が，岡山市の譲渡人から申請地を譲受け，新規就農

して，水稲及び野菜を栽培するものです。 

９番は，木之庄町二丁目の譲渡人が，駅家町の譲受人に，申請地を贈与する

もので，譲受人は， 水稲及び野菜を栽培して経営規模の拡大を図るものです。 

１０番は，駅家町の譲渡人が，後継者である同町の譲受人である孫に，申請

地を贈与するもので，譲受人は，新規就農して，水稲及び野菜を栽培するもの

です。 

１１番は，神辺町の譲渡人外７人が，駅家町の譲受人に，申請地を贈与する

もので，譲受人は，水稲を栽培して経営規模の拡大を図るものです。 

１２番は，新市町の譲受人が，広島市の譲渡人から申請地を譲受け，水稲を

栽培して経営規模の拡大を図るものです。 

いずれの案件も，譲受人は，農作業経験があり，必要な農機具等も確保済で

あり，許可妥当と判断しました。以上です。 

 

ありがとうございました。事務局から補足説明等があればしてください。 

 

議案第１号のすべての案件については，別紙調査書のとおり，借入後又は取

得後の全ての農地を利用する計画であり，機械・労働力・技術などに問題はな

く，農業委員会が定める下限面積を超えていることから，農地法第３条第２項

各号には該当せず，許可要件をすべて満たしています。以上です。 

 

これより質疑に入ります。発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 ― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第１号について，原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願い

します。 
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

13 番 

（山本  明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

― 全員挙手 ― 

 

全員挙手により，議案第１号は原案のとおり許可することに決定します。 

次に，議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請に対する処分決定に

ついて」を上程します。神辺地区の報告をお願いします。 

 

神辺地区農地調整協議会の審議内容について報告します。神辺地区農地調整

協議会は，３月２５日，午前９時からの現地調査に続き，午後０時３０分より，

神辺支所 ３階３１会議室において協議会委員８名中７名の出席により，議案

第２号１件，議案第３号８件，議案第５号１件，議案第６号２３件，議案第７

号２件，議案第８号１件，合計３６件について，審査しました。 

議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請に対する処分決定につい

て」を報告します。 

５ページ１番は，既に，母屋を建築しており，物置や駐車場も整備されてい

ますので，顛末書を受けています。 

現地調査をしましたが，周辺の農地への影響について問題ないと思われま

す。 

 

ありがとうございました。事務局から補足説明等があればしてください。 

 

議案第２号の１番は，農用地区域内農地，甲種農地，第１種農地，第３種農

地に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある第２種農地及び

第３種農地のいずれにも該当しない農地と認められるため，その他の農地であ

る第２種農地として判断されます。 

別紙，農地転用許可申請に係る調査書のとおり，農地転用許可基準の要件を

満たしており，申請は適正かつ適法であり，事業規模からみて適切な面積で，

周辺の営農状況に支障を生じるおそれもないと認められます。 

なお，議案第２号には，常設審議委員会への意見聴取案件はございません。

以上です。 

 

これより質疑に入ります。発言のある方は挙手をお願いします。 
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

1 番 

（坂本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第２号について，原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願い

します。 

 

― 全員挙手 ― 

 

全員挙手により，議案第２号は原案のとおり許可することに決定します。 

次に，議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に対する処分及び意

見決定について」を上程します。東部地区の報告をお願いします。 

 

それでは，議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に対する処分及

び意見決定について」別冊６ページ１番から４番について報告します。 

１番は，千田町大字千田の田１筆９２０㎡について，東明王台の法人が，千

田町の譲渡人から譲り受けて，建売住宅３棟を建築するものです。 

申請農地の場所は，千田町の千塚池から国道１８２号線を挟んで東側へ約２

００メートルです。 

２番は，御幸町大字上岩成の田１筆７９１㎡について，御幸町大字上岩成の

譲受人が，同居する親から譲り受けて，長屋住宅１棟を建築するものです。 

申請農地の場所は，平成大学の北西約２５０メートルです。 

３番は，御幸町大字下岩成の田１筆２，１９９㎡について，岡山市北区の法

人が，御幸町大字上岩成の譲渡人から譲り受けて，建売住宅９棟を建築するも

のです。申請農地の場所は，フジグラン神辺の西約１５０メートルです。 

４番は，御幸町大字下岩成の田３筆合計１，９４９㎡について，御幸町大字

森脇の法人が，同町の譲渡人から譲り受けて，建売住宅７棟を建築するもので

す。申請農地の場所は，市立御幸小学校の西側約７００メートルで芦田川自動

車学校北側に隣接しています。 

現地確認を行いましたが，いずれも日照・排水に問題なく，周辺の営農条件

にも支障のないことから，転用許可妥当と判断しました。 
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議 長 

 

4 番 

（渡壁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

10 番 

（安原） 

 

 

 

 

 

西部地区の報告をお願いします。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に対する処分及び意見決定

について」の５番から１３番について報告します。 

５番から１０番までは関連案件です。 

東町の法人が，山手町の渡人５名及び東京都武蔵野(むさしの)市(し)の渡人

１名から申請地を譲り受け，建売住宅 １３棟を建築するものです。 

場所は，山手小学校の西，約２００メートルです。 

１１番は，山手町の法人が，同町の渡人から使用貸借権を設定して申請地を

借り受け，露天資材置場として整備するものです。 

場所は，山手小学校の南，約３００メートルです。 

１２番は，東深津町の受人が，赤坂町の渡人から，使用貸借権を設定して申

請地を借り受け，住宅１棟を建築するものです。 

場所は，市立福山高校の東，約１００メートルです。 

１３番は，熊野町の受人が，同町の渡人から，使用貸借権を設定して申請地

を借り受け，住宅１棟を建築するものです。 

場所は，熊野小学校の北東，約６００メートルです。 

なお，既に転用行為が行われておりましたので，顛末書の提出を受けており

ます。 

現地調査をしましたが，いずれも，周辺の営農条件に支障を生じるおそれも

ないことから，許可妥当と判断しました。以上です。 

  

北部地区の報告をお願いします。 

 

それでは，議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に対する処分及

び意見決定について」の別冊９ページの１４番から１５番について報告しま

す。 

１４番は，花園町二丁目の譲受人である法人が，芦田町の譲渡人から申請地

を譲受け，店舗及び露天駐車場として整備するものです。場所は，芦田中学校

の北，約３００メートルのところです。 
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10 番 

（安原） 

（続き） 

 

 

 

議 長 

 

13 番 

（山本  明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

１５番は，神辺町の借受人である娘夫婦が，申請地に使用貸借権を設定して，

駅家町の貸出人である母から申請地を借受け，住宅を建築するものです。場所

は，駅家東小学校の北西，約３５０メートルのところです。 

現地調査をしましたが，日照・排水等，周辺の営農条件に支障を生じるおそ

れもないと認められることから，許可妥当と判断しました。以上です。 

 

神辺地区の報告をお願いします。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に対する処分及び意見決定

について」の９ページ１６番から１１ページ２３番について報告します。 

１６番は，千田町の受人が，申請地へ建売住宅１１棟を建築するものです。 

１７番は，西中条の受人が，申請地を賃借権で借り受け，売電用太陽光発電

パネルを設置するものです。 

１８番は，新徳田の受人が，申請地へ戸建住宅１棟を新築するものです。 

次の１９番・２０番は関連案件です。 

木之庄町の法人が，建売住宅１４棟を建築するものです。 

２１番は，木之庄町の受人が，建売住宅５棟と露天資材置場を整備するもの

です。 

２２番は，新徳田の受人が，申請地を譲り受け，売電用太陽光発電パネルを

設置するものです。 

２３番は，上御領の受人が，申請地へ使用貸借権を設定し，造園用資材置場

として整備するものです。既に転用行為が行われておりましたので，顛末書の

提出を受けております。 

以上，現地調査をしましたが，周辺の農地への影響について問題ないと思わ

れます。 

 

ありがとうございました。事務局から補足説明等があればしてください。 

 

議案第３号の１６番は福山市役所神辺支所からおおむね５００メートル以

内，１８番はＪＲ福塩線道上駅からおおむね５００メートル以内に存在するた

め，第２種農地として判断されます。 
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事務局 

（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

1 番 

（坂本） 

 

 

 

その他の案件は，農用地区域内農地，甲種農地，第１種農地，第３種農地に

近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある第２種農地及び第３

種農地のいずれにも該当しない農地と認められるため，その他の農地である第

２種農地として判断されます。 

別紙，農地転用許可申請に係る調査書のとおり，農地転用許可基準の要件を

満たしており，申請は，適正かつ適法であり，事業規模からみて適切な面積で，

周辺の営農状況に支障を生じるおそれもないと認められます。 

なお，５番から１０番は転用面積が３，０００平方メートルを超えるため常

設審議委員会への意見聴取案件です。以上です。 

 

これより質疑に入ります。発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 ― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第３号の５番から１０番は許可相当として常設審議委員会へ意見聴取

し，その他の案件は，原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願いし

ます。 

 

― 全員挙手 ― 

 

全員挙手により，議案第３号の５番から１０番は許可相当として常設審議委

員会へ意見聴取し，その他の案件は原案のとおり許可することに決定します。 

次に，議案第４号「非農地証明について」を上程します。 

東部地区の報告をお願いします。 

 

それでは，議案第４号「非農地証明について」別冊１２ページ１番と２番に

ついて報告します。 

１番は，大門町二丁目の田１筆９６２㎡について，同町の申請人が，昭和 

４９年頃から貸家住宅の敷地として利用し，現在に至っているものです。 

申請地の場所は，ＪＲ大門駅から南東へ約２００ｍです。 
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1 番 

（坂本） 

（続き） 

 

 

 

議 長 

 

4 番 

（渡壁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

２番は，曙町二丁目の田１筆８２９㎡について，同町の申請人が，昭和 

５４年８月１日から法人用の賃露天駐車場として利用し，現在に至っている

ものです。申請地の場所は，曙町公園から北へ約１００ｍです。 

現地確認を行いましたが，いずれの申請地も農地性は無く，農地への復旧は

困難であるため証明妥当と判断しました。 

 

西部地区の報告をお願いします。 

 

議案第４号「非農地証明について」の３番から６番について報告します。 

３番は，瀬戸町の申請人が，昭和４３年頃から住宅及び納屋敷地として利用

し，現在に至っております。 

場所は，瀬戸小学校の南西，約７００メートルです。 

なお，３番の内，１１８０－４，及び１１８１－４の２筆については，家屋

等が既に取り壊され，更地になっておりましたので，非農地証明は不能と判断

しました。 

４番は，千葉県四街道市の申請人が，１筆は昭和３３年頃から，もう１筆は

昭和３年頃から，住宅敷地として利用し，現在に至っております。場所は，市

立福山高校の南，約２００メートルです。 

５番は，草戸町の申請人が，昭和５５年頃から耕作放棄していたところ，雑

木等が繁茂し山林となっております。場所は，熊野水源池の南，約２．５キロ

メートルです。 

６番は，水呑町の申請人が，昭和５５年頃から耕作放棄していたところ，雑

木等が繁茂し山林となっております。場所は，水呑小学校の北西，約６００メ

ートルです。 

なお，４番及び５番は，農振農用地区域内の農地でありますが，担当部局と

の調整は整っております。 

現地調査をしましたが，さきほどの３番の２筆を除き，いずれも，農地性が

なく，農地への復元も困難であり，証明妥当と判断しました。以上です。 

  

北部地区の報告をお願いします。 
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委 員 

 

議 長 

 

それでは，議案第４号「非農地証明について」の別冊１３ページの７番から

９番について報告します。 

７番は，加茂町の申請人が，３筆は昭和４４年４月頃から耕作放棄していた

ところ，雑木等が繁茂し，山林となり，残る３筆は平成２０年４月頃から耕作

放棄していたところ，雑木等が繁茂し，原野となっております。場所は，加茂

保育所の北，約３キロメートルのところです。 

８番は，駅家町の申請人が，昭和４５年頃から，ガソリンスタンド敷地とし

て利用し，現在に至ります。場所は，宜山保育所の北西，約８００メートルの

ところです。 

９番は，広島市の申請人が，昭和４８年７月頃から，住宅敷地として利用し，

現在に至ります。場所は，常金丸小学校の南西，約９００メートルのところで

す。 

なお，７番と９番は，農振農用地区域内の農地でありますが，担当部局との

調整は整っております。 

現地調査をしましたが，農地性がなく，農地への復元も困難であり，証明妥

当と判断しました。以上です。 

 

ありがとうございました。これより質疑に入ります。 

発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 ― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第４号について，３番を除き原案のとおり証明し，３番については，

1180-6，1180-9，1180-10，1181-6の４筆のみを証明し，1180-4，1181-4 の２

筆は，証明できないとすることに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

― 全員挙手 ― 

 

全員挙手により，議案第４号について，３番を除き原案のとおり証明し，３

番については，1180-6，1180-9，1180-10，1181-6の４筆のみを証明し，1180-4，
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議 長 

（続き） 

 

 

1 番 

（坂本） 

 

 

 

 

 

議 長 

 

7 番 

（岡本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

10 番 

（安原） 

 

 

 

 

1181-4 の２筆は，証明できないとすることに決定します。 

次に，議案第５号「非農地判断について」を上程します。 

東部地区の報告をお願いします。 

 

それでは，議案第５号「非農地判断について」別冊１４ページ１番について

報告します。 

１番は，大門町大字津之下の田１筆４３６㎡について，本年度実施の農地パ

トロールの結果により，現地確認を行いましたが，雑木が繁茂し荒廃農地とな

っており，農地への復旧は困難であり非農地と判断しました。 

申請地の場所は，英数学館高校から東へ約５０ｍです。 

 

松永地区の報告をお願いします。 

 

議案第５号「非農地判断について」の２番と３番について報告します。 

松永地区について，農地パトロールを実施し，農地の利用状況調査及び荒廃

農地調査の結果，非農地として判断するものです。 

合計で，筆数２筆，面積６９３㎡です。２筆とも，本郷町の土地です。  

地目別では，畑が，２筆，６９３㎡です。 

なお，２筆とも農振農用地区域内の農地でありますが，担当部局との調整は

整っております。 

現地調査を行い，協議会で審査しましたが，いずれの案件も，農地性がなく，

農地への復元も困難であり，非農地判断として妥当としました。以上です。  

 

北部地区の報告をお願いします。 

 

それでは，議案第５号「非農地証明について」の別冊１４ページの５番と６

番について報告します。 

５番と６番は，担当委員による農地パトロールを実施し，農地の利用状況調

査及び荒廃農地調査を行ったところ，雑木等が繁茂し原野となっております。 

なお，どちらも，農振農用地区域内の農地でありますが，担当部局との調整

は整っております。 
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議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

現地調査を行い，協議会で審査しましたが，いずれの案件も，農地性がなく，

農地への復元は困難であり，非農地として判断妥当としました。以上です。 

 

 

神辺地区の報告をお願いします。 

 

議案第５号「非農地判断について」の１５ページ７番について報告します。 

現地を確認しましたが，雑木等が繁茂し原野となっており，農地への復元は

不可能であるため，非農地と判断しました。以上です。 

 

ありがとうございました。 

事務局から補足説明等があればしてください。 

 

非農地判断は，農地パトロール等によりＢ分類と判定した土地について，農

地に該当するか否かの判断を行うものです。 

非農地と判断された対象地は，所有者等をはじめ，県，市，法務局等の関係

機関に非農地となった旨を通知するとともに，農地台帳からは削除することと

なります。 

 

これより質疑に入ります。発言のある方は挙手をお願いします。 

 

― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第５号について，原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い

します。 

 

― 全員挙手 ― 

 

全員挙手により，議案第５号は原案のとおり決定します。 

次に，議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農
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（坂本） 
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議 長 

 

7 番 

（岡本） 

 

 

 

用地利用集積計画案の決定について」を上程します。 

東部地区の報告をお願いします。 

 

それでは，議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画案の決定について」別冊１６ページ１番について報告し

ます。 

件数は，更新１件であり，３年間の賃借権の設定をするものです。 

利用権を設定する農地は，田１筆１，４１８㎡，利用内容は水稲栽培です。 

申請は，福山市農業経営基盤強化促進基本構想に適合し，農業経営基盤強化

促進法第１８条第３項の各要件を満たしています。 

 

西部地区の報告をお願いします。 

 

議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画案の決定について」の２番から７４番について報告します。 

合計で，７３件，１２６筆，面積 ８１，１４４．４９平方メートルです。 

地目別では，田：８９筆：４６，４２２．４９平方メートル，畑：３７筆：

３４，７２２平方メートルです。 

新規・更新の別では，新規分 ５２件，９５筆，５９，０７３．４９平方メ

ートル，更新分 ２１件，３１筆，２２，０７１平方メートルです。 

担当委員による調査，報告があり，協議会で審査しましたが，いずれも，農

用地利用集積計画として適当であると判断しました。 

以上です。 

 

松永地区の報告をお願いします。 

 

それでは，議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画案の決定について」の７５番から８４番について報告し

ます。合計で，１０件，１０筆，面積 ９,５８８㎡です。 

地目別では，田：６筆，７,２８８㎡，畑：４筆，２,３００㎡です。 

新規・更新の別では，新規分３件，３筆，２,７３６㎡と更新分が７件，７
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筆，６,８５２㎡です。 

担当委員による調査，報告があり，協議会で審査しましたが，いずれも，農

用地利用集積計画として適当であると判断しました。以上です。 

 

北部地区の報告をお願いします。 

 

それでは，議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画案の決定について」の別冊３０ページの８５番から４２

ページの１４９番について報告します。 

全体で，件数６５件，筆数１１０筆，面積９２，５５６．２５平方メートル

です。 

内訳は，新規分が，件数３８件，筆数６３筆,面積５５，０６６．２５平方

メートル，更新分が，件数２７件，筆数４７筆，面積３７，４９０平方メート

ルとなっております。 

地目別では，田が，８６筆，７９，５８７平方メートル，畑が，２３筆，１

２，５２７．２５平方メートル，その他が，１筆，４４２平方メートルです。 

担当委員から調査，報告があり，協議会で審査しましたが，いずれの案件も，

農用地利用集積計画案として適当であると判断しました。以上です。 

 

神辺地区の報告をお願いします。 

 

議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画案の決定について」の４２ページ１５０番から４６ページ１７２番

について報告します。 

全部で，２３件，４０筆，３９，７３１㎡です。 

地目は，田が３８筆，畑が２筆です。作物別では，水稲が３８筆，３５，５

４７㎡，野菜が５筆，４，１８４㎡です。 

今回の新規就農者は３人です。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており，農用地利

用集積計画として適当であると判断しました。以上です。 
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議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

ありがとうございました。事務局より補足説明等があればしてください。 

 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により，農業委員会の決定を

経て，農用地利用集積計画を定めるものです。 

議案書（別冊）の１６ページから４６ページに１７２件の案件を上程してい

ます。 

２８ページ７２番，３３ページの９８番から１００番，３４ページ１０５番，

３５ページと３６ページの１１０番から１１７番，３８ページの１２３番と１

２４番，４６ページ１７０番は農業経営基盤強化促進法第１８条第２項第６号

の「解除条件付き貸借」により，それぞれの法人が貸借権を農地の所有者と設

定するものです。 

次に，１８ページ１６番，１９ページ１９番，２７ページ６７番，２８ペー

ジ７３番，２９ページ８０番，３２ページ９６番，３８ページ１２８番，４５

ページ１６７番は「新規就農促進措置」によるものです。経営面積が１，００

０平方メートル未満ですが，１筆を単位として，３年間に限って利用権設定を

行うものです。 

本計画案は，１月３１日を締切りとして，１７２件，２８７筆，２２４，４

３７．７４平方メートルの申し出がありました。 

内訳は，田が２２０筆，１７３，１３２．４９平方メートル， 

畑が６６筆，５０，８６３．２５平方メートル， 

他が１筆，４４２．００平方メートルです。 

全ての案件は，農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号から４号の各

号の各要件を満たしています。 

 

これより質疑に入りますが，３０ページ８５番は，安原 理雄委員，３１ペ

ージ９０番と９１番は，下江 京子委員，４４ページから４５ページの１６０

番から１６５番は谷本 耕造職務代理が関係する案件ですので，「農業委員会等

に関する法律第３１条」の議事参与の制限の規定により退席をお願いします。 

 

（安原 理雄委員・下江 京子委員・谷本 耕造職務代理が退席） 
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議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

10 番 

（安原） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

それでは，発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 ― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第６号について，原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い

します。 

 

― 全員挙手 ― 

 

全員挙手により，議案第６号は原案のとおり決定します。 

採決が終わりましたので，安原理雄委員，下江京子委員，谷本耕造職務代理

はご着席ください。 

次に，議案第７号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画案の決定について（農地中間管理事業）」を上程します。 

北部地区の報告をお願いします。 

 

それでは，議案第７号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画案の決定について（農地中間管理事業）」の別冊４７ペ

ージの１番から５番について報告します。 

１番から５番は，いずれも駅家町の貸付人５人から，広島県森林整備・農業

振興財団（農地中間管理機構）が，１番は賃借により，２番から５番は使用貸

借による農地中間管理権を設定して借受けるものです。 

内訳は，件数５件，筆数８筆，面積９，９９９平方メートルで，地目は，田

が，４筆，５，９９９平方メートル，畑が，４筆，４，０００平方メートルで

す。 

担当委員による調査，報告があり，協議会で審査しましたが， 

いずれも，農用地利用集積計画として適当であると判断しました。以上です。 

 

神辺地区の報告をお願いします。 
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13 番 

（山本  明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

議案第７号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画案の決定について（農地中間管理事業）」について，４８ページ６

番から７番について報告します。 

全部で，２件， 田，５筆，４，４１０㎡です。畑はありません。 

権利別では，全て，賃借権の設定によるものです。 

権利の設定期間は，全て，令和２年５月１日から令和１２年１２月３１日迄

です。 

新規・更新別では，全て，新規分です。 

以上の全ての農地に問題はなく，農地中間管理事業による農用地利用集積計

画として適当であると判断しました。以上です。 

 

ありがとうございました。事務局より補足説明等があればしてください。 

 

議案第７号は，農地中間管理機構である広島県森林整備・農業振興財団が転

貸することを目的とした利用権を設定するものです。 

農用地利用集積計画の決定により機構は中間管理権を取得することになり

ます。 

７件，１３筆，１４，４０９平方メートルの申し出がありました。 

内訳は，田 ９筆，１０，４０９㎡，畑 ４筆，４，０００㎡です。 

利用権を設定する期間は，令和２年５月１日から令和１２年１２月３１日ま

でです。 

 

これより質疑に入ります。発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 ― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第７号について，原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い

します。 

 

― 全員挙手 ― 
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議 長 

 

 

 

 

10 番 

（安原） 

 

 

議 長 

 

13 番 

（山本  明） 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

全員挙手により，議案第７号は原案のとおり決定します。 

次に，議案第８号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の

規定による農用地利用配分計画案に対する意見決定について」を上程します。 

北部地区の報告をお願いします。 

 

議案第８号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に

よる農用地利用配分計画案に対する意見決定について」の別冊４９ページの１

番から２番については，意見，異議はありません。以上です。 

 

神辺地区の報告をお願いします。 

 

議案第８号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に

よる農用地利用配分計画案に対する意見決定について」の５０ページ３番の計

画案については，意見，異議はありません。以上です。 

 

ありがとうございました。事務局より補足説明等があればしてください。 

 

議案第８号については，福山市から計画案に対する意見を求められたもので

す。 

農用地利用配分計画は，農地中間管理機構へ利用権を設定した農地を機構

が，転貸を行う際に作成する計画で，県知事の認可，公告後，利用権の設定が

行われます。 

利用権の期限は県の公告日の翌日から令和１２年１２月３１日までとなり

ます。 

 

これより質疑に入ります。５０ページ３番は山本 明委員が関係する案件で

すので，「農業委員会等に関する法律第３１条」の議事参与の制限の規定によ

り退席をお願いします。 

 

（山本 明委員退席） 
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議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

それでは，発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 ― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第８号について，意見・異議がないことを福山市へ回答することに賛成

の方は挙手をお願いします。 

 

― 全員挙手 ― 

 

全員挙手により，議案第８号は意見・異議がないことを福山市へ回答します。 

採決が終わりましたので，山本 明委員はご着席ください。 

次に，議案第９号「農地法第３条第２項第５号に規定する下限面積（別段の

面積）の設定について」を上程します。事務局から説明してください。 

 

議案第９号についてご説明します。 

農地法第３条第２項第５号の規定により，農業委員会が「別段の面積」を定

め，公示することにより下限面積が設定できることになっています。 

本市においては，管内全域で農業経営体が減少し，農地の遊休化が課題とな

っていることから，農地の権利移動を容易にし，新規就農等を促進するため，

２０１１年（平成２３年）９月から農地法施行規則第１７条第２項により，市

内全域で下限面積を１０アールに設定しています。 

来年度も引き続き，１０アールで設定したいと考えます。 

 

これより質疑に入ります。 

議案第９号について，発言のある方は挙手をお願いします。 

 

― 質問等なし ― 
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議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

職 員 

（農地課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第９号について，原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い

します。 

 

― 全員挙手 ―  

 

全員挙手により，議案第９号は原案のとおり決定します。 

次に，議案第１０号「２０１９年度（令和元年度）福山市金江地域の農業の

振興に関する計画の定期的な検証について」を上程します。 

担当課から説明してください。 

 

第９号議案 ２０１９年度（令和元年度）福山市金江地域の農業の振興に関

する計画の定期的な検証について説明させていただきます。 

２０１４年（平成２６年）３月２８日に策定した計画について，農業振興地

域制度に関するガイドラインの規定により，同計画が定められた日から５年が

経過するまで，その効用について定期的に検証する必要があり，意見を聴取す

るものです。 

それではお手元にお配りしている資料をご覧ください。 

地域の農業の振興に資する施設としてＪＡ福山市の旧金江支店，旧藤江支店

を統廃合して，金江町金見地区に新たに松永南支店を設置したものです。 

統廃合前の２０１２年度から２０１４年度の利用件数，販売実績の平均と比

較して，松永南支店の利用件数，販売実績ともに，大幅に増加しております。 

特に農産物直売所の利用者数は約４．３倍，販売金額は約４．６倍となって

おります。 

また，新たに農機センターを開設しており，本年度は１，５２４件，48,290

千円の利用があり，松永南支店の設置が地域の農業の活性化に効果を発揮して

いると考えられることから，本計画における農業振興の方針に合致したものと

なっております。以上です。 

 

これより質疑に入ります。 

議案第１０号について，発言のある方は挙手をお願いします。 
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

10 番 

（安原） 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第１０号について，意見等がない旨を回答することに賛成の方は挙手を

お願いします。 

 

― 全員挙手 ― 

  

全員挙手により，議案第１０号は意見等がない旨を回答することに決定しま

す。 

次に，議案第１１号「土地改良事業の換地計画に対する同意について」を上

程します。北部地区の報告をお願いします。 

 

それでは，議案第１１号「土地改良事業の換地計画に対する同意について」

の総会議案書１１ページから１５ページについて報告します。 

事業主体は福山市で，施工場所は芦田町の風呂地区，事業名は「団体営ほ場

整備事業（風呂地区）」です。 

総事業費は約３，６００万円，区域面積は６１，９９２．５１平方メートル，

権利者３７人で事業を実施されています。 

なお，換地計画の策定にあたっては，権利者会議を令和２年３月１日に開催

し，議決を得ておられます。 

以上の結果から，同意することに問題は無いものと思われます。 

 

ありがとうございました。事務局より補足説明等があればしてください。 

 

土地改良法第９６条の４により，市町村は，土地改良事業を実施し換地計画

を定め，換地処分及び処分登記を行う場合には，県知事の認可を受けなければ

ならないことになっており，この認可申請をする際は，関係農業委員会の同意

書を添付しなければならないことから，換地計画の同意について依頼がありま

した。 
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事務局 

（続き） 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

職 員 

（農地課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，申請書を基に従前地が農地のものについては，賃貸借及び転用の関係

について調査いたしましたが，特に問題はありませんでした。 

このことから，同意に支障はないものと思われます。以上です。 

 

これより質疑に入ります。 

議案第１１号について，発言のある方は挙手をお願いします。 

 

― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第１１号について，原案に同意することに賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 

― 全員挙手 ― 

 

全員挙手により，議案第１１号は原案に同意することで決定します。 

次に，追加議案第１２号「福山農業振興地域整備計画の変更の諮問に対する

答申について」を上程します。担当課より説明してください。 

 

今回の案件は，「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき農用地利用計

画を変更するものです。この法律は，まとまりのある優良な農地を計画的に確

保・保全するため，農業以外の土地との利用調整を図りながら，農地として利

用すべき土地の区域を定めているものです。 

農業振興地域内において，農用地を指定した区域は，農地以外に利用できな

いこととなっておりますが，やむを得ない理由により，農地以外に利用する必

要が生じた場合には，あらかじめ，その農地を，農用地区域から除外する必要

があります。 

除外にあたっては，「農用地区域内の農地以外に代替する土地がないこと」，

「農用地の集団化・農作業の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと」，「効

率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障がない

こと」，農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障がないこと」，「土地
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職 員 

（農地課） 

（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改良事業等の工事完了年度の翌年度から起算して８年を経過していること」の

５要件，並びに，「不要不急のものでないこと」，「他法令の許可等の見込みが

あること」，及び，本市独自に基準を定めた「農業振興地域整備計画にかかる

農用地利用計画の変更事務取扱要領」による「申出資格」，「面積」等の要件の

全てを満たしていることが条件となります。 

今回は，年２回の申出のうち，１月６日を締切りとして受け付けた申出分９

１件について，農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第２項の

規定により，諮問させていただきます。 

変更内容について概要を申し上げますので，別冊資料１ページの「１．農用

地利用計画変更状況」の「（１）重要変更」の欄をご覧ください。今回の農用

地区域からの除外については，９１件，２３６筆，１５４，３３１．９０平方

メートルです。 

このうち，福山市が進める福山市北産業団地第２期事業地として必要な 

３件１１７筆，６３，１９０．５平方メートルが含まれています。 

２ページの「（２）軽微変更」についてです。用途区分の変更については，

１件，１筆，１１８．５８平方メートルとなっています。 

３ページの「（３）農用地区域への編入」についてです。４件６筆 

４，６６８．００平方メートルとなっています。  

４ページには，変更理由別件数等の内訳を記載しております。 

重要変更の変更理由として主なものは，資材置場３８件，太陽光発電施設１

４件，駐車場１０件となっています。 

軽微変更については，農用地から農業用施設に用途区分を変更するものであ

り，除外に当たるものではありません。 

５ページから２３ページには重要変更に係るもの，２５ページは軽微変更に

係るものを記載しています。 

２６ページは農用地区域への編入に係るもの４件を記載しております。 

本日の諮問に対する答申をいただいた後，公告，３０日間の縦覧期間，１５

日間の異議申立期間，広島県への本協議等，所定の手続きを経て，農業振興地

域整備計画の変更が決定されます。以上です。 
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議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１２号について，これより質疑に入ります。 

発言のある方は，挙手をお願いします。 

 

― 質問等なし ― 

 

質問等もないようですので，採決します。 

議案第１２号について，原案に異議等はありませんか。 

異議がない場合は，挙手をお願いします。 

 

― 全員挙手 ― 

 

全員挙手により，議案第１２号は，諮問のとおり変更することに異議がない

旨を答申します。 

次に，報告事項「農地法等に関わる専決処分・届出等について」を事務局か

ら説明してください。 

 

専決処分及び届出等について，ご説明します。 

議案書（別冊）５１ページから５３ページの「農地法第３条の３第１項の規

定による届出について」です。これは，相続等により農地の権利を取得した場

合の届出です。農業委員会処務規則第６条の２第１項の規定により，１１件を

事務局長専決で受理しました。 

次に，５４ページと５５ページの「農地法第４条第１項第８号の規定による

農地転用届出書の受理について」及び，５６ページから６３ページの「農地法

第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書の受理について」です。 

４条８件，５条３５件を農業委員会処務規則第６条の２第１項の規定によ

り，事務局長専決で受理しました。 

次に，６４ページの「農地転用(農業用施設)届出書の受理について」です。

農地法施行規則第２９条第１項第１号の規定により，転用目的が農業用施設で

あり，かつ転用面積が２アール未満の場合，農地法第４条の「農地の転用の制

限」の例外規定の適用を受けられます。１件の届出があり，現地確認の結果，

農業用倉庫であることを確認しました。 
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事務局 

（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

次に，６５ページの「農地法施行規則第２９条第１項第１６号の規定による

協議書の受理について」です。認定電気通信事業者が賃借権を設定し転用する

ものです。認定電気通信事業者が行う，通信のための電線及び中継施設等の設

置については，農地転用の制限の例外となります。２件の協議書を受理してい

ます。 

次に，６６ページから７４ページの「農地法第１８条第６項の規定による合

意解約の通知について」です。賃貸借を解約したことの通知が２６件ありまし

た。 

次に，７５ページの「農地等の現況に係る照会に対する調査結果について」

です。広島法務局福山支局から１件の照会がありました。現地確認の結果，農

地性はなく非農地として確認しました。回答期限が照会のあった日から２週間

であり，この間に総会の開催がないため事務局長による専決処分により回答し

ました。 

次に，７６ページの「農地法の規定による許可又は届出の取消し・申請取下

げについて」です。許可又は届出の受理後，何らかの事情により履行できなか

ったため，３件の提出がありました。 

１番は使用貸借権を所有権移転に変更するものです。 

２番は事業計画の中止によるものです。 

３番は受人の持分の変更によるものです。 

専決処分及び届出等については以上です。 

 

ただいまの説明について，発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 ― 質問等なし ― 

 

発言等もないようですので，以上をもちまして２０２０年（令和２年）第３

回福山市農業委員会総会を終了します。 

なお，来月の総会は４月３０日開催の予定です。皆様お疲れ様でした。 

 

 

 午前１１時１０分閉会 
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福山市農業委員会会議規則第 11条の規定により，ここに署名する。 

 

議  長                                                            

 

                               

 

２番委員                                                           

 

                               

 

１１番委員                                                             

 

                               

 


